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固
定
資
産
税
の
縦
覧
の

お
知
ら
せ

住
宅
の
耐
震
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

の
お
知
ら
せ

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

を
行
っ
た
住
宅
の
固
定
資

産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す

住
宅
の
省
エ
ネ
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

　

地
方
税
法
第
４
１
６
条
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
21
年
度
の
土
地
・

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

縦
覧
期
間

　

４
月
１
日（
水
）〜
６
月
１
日（
月
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※
土
日
・
祝
日
は
除
く

縦
覧
で
き
る
方

　

町
内
に
土
地
・
家
屋
を
所
有
す

る
方
で
固
定
資
産
税
の
納
税
者

（
土
地
・
家
屋
の
所
有
者
で
あ
っ

て
も
、
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ

て
い
な
い
方
は
縦
覧
が
で
き
ま
せ

ん
）

必
要
な
も
の

•
印
鑑

•
委
任
状（
本
人
・
同
一
世
帯
以

外
の
方
や
法
人
の
場
合
）

　

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

所
在
す
る
住
宅
で
現
行
の
耐
震
基

準
に
適
合
す
る
改
修
工
事（
次
の

減
額
用
件
を
満
た
す
も
の
）が
行

わ
れ
た
場
合
は
、
家
屋
の
固
定
資

産
税
が
一
定
期
間
２
分
の
１
相
当

額
に
減
額
と
な
り
ま
す
。
こ
の
減

額
措
置
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
、

耐
震
改
修
工
事
の
完
了
後
３
カ
月

以
内
に
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合

し
た
工
事
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書

（
町
・
建
築
士
・
指
定
確
認
検
査

機
関
・
指
定
住
宅
性
能
評
価
機
関

が
発
行
し
た
書
類
）を
添
付
し
て

役
場
税
務
課
に
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

減
額
要
件

•
一
戸
当
た
り
工
事
費
30
万
円
以

上
•
一
戸
当
た
り
１
２
０
平
方
メ
ー

ト
ル
相
当
分
ま
で

•
改
修
工
事
が
完
了
し
た
年
の
翌

年
度
分
か
ら

減
額
期
間

　

改
修
工
事
期
間
が

•
平
成
18
〜
21
年
…
３
年
度
分

•
平
成
22
〜
24
年
…
２
年
度
分

•
平
成
25
〜
27
年
…
１
年
度
分

　

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

22
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
バ
リ
ア
フ
リ

ー
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
住
宅
に

つ
い
て
、
当
該
改
修
家
屋
に
係
る

固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

こ
の
減
額
措
置
を
受
け
ら
れ
る
場

合
は
、
改
修
工
事
完
了
後
３
カ
月

以
内
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
役

場
税
務
課
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
住
宅

　

次
の
❶
か
ら
❸
の
い
ず
れ
か
の

方
が
居
住
す
る
既
存
の
住
宅

※
平
成
19
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

存
在
す
る
も
の
で
賃
貸
住
宅
を

除
く

❶
65
歳
以
上
の
方

❷
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
る
方

❸
障
害
者
の
方

改
修
工
事
の
内
容

　

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

22
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
行
わ

れ
た
次
の
改
修
工
事
で
、
補
助
金

等
を
除
く
自
己
負
担
額
が
30
万
円

以
上
の
も
の

❶
廊
下
の
拡
幅

❷
階
段
の
勾
配
の
緩
和

❸
浴
室
の
改
良

❹
便
所
の
改
良

❺
手
す
り
の
取
り
付
け

　

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

22
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
省
エ
ネ
改
修

（
熱
損
失
防
止
改
修
）工
事
が
行

わ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
、
改
修
工

事
完
了
の
翌
年
度
分
の
固
定
資
産

税
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
こ
の
減

額
措
置
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
、

改
修
工
事
完
了
後
３
カ
月
以
内
に

次
の
書
類
を
添
付
し
て
役
場
税
務

課
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
住
宅

　

平
成
20
年
１
月
１
日
に
存
在
し

て
い
る
住
宅

※
賃
貸
住
宅
を
除
く

要

件

•
次
の
❶
の
工
事
、
ま
た
は
❶
と

あ
わ
せ
て
行
う
❷
か
ら
❹
ま
で

の
工
事

❶
窓
の
改
修
工
事（
二
重
サ
ッ
シ
ュ

化
、
複
層
ガ
ラ
ス
化
な
ど
）

❷
床
の
断
熱
改
修
工
事

❸
天
井
の
断
熱
改
修
工
事

❹
壁
の
断
熱
改
修
工
事

※
❶
か
ら
❹
ま
で
の
改
修
工
事
に

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
位
が
現

行
の
省
エ
ネ
基
準
に
新
た
に
適

合
す
る
こ
と
。

•
省
エ
ネ
改
修
工
事
に
要
す
る

費
用
が
30
万
円
以
上
で
あ
る
こ

と
。

❻
床
の
段
差
の
解
消

❼
引
き
戸
へ
の
取
り
換
え

❽
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

減
額
さ
れ
る
税
額

　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ

た
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
額

（
１
０
０
㎡
を
限
度
）の
３
分
の
１

相
当
額
を
減
額
し
ま
す
。

※
改
修
工
事
を
行
っ
た
翌
年
度
の

み
に
限
り
ま
す
。

添
付
書
類

•
納
税
義
務
者
の
住
民
票
の
写
し

•
補
助
金
等
の
交
付
、
給
付
決
定

書
•
次
の
❶
か
ら
❸
の
い
ず
れ
か
の

書
類

❶
65
歳
以
上
の
方
の
住
民
票
の
写

し
❷
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し

❸
障
害
者
手
帳
ま
た
は
こ
れ
に
代

わ
る
も
の
の
写
し

•
次
の
❶
か
❷
の
ど
ち
ら
か
の
書

類
❶
工
事
明
細
書
、
改
修
後
の
写
真

お
よ
び
工
事
費
領
収
書（
工
事

内
容
お
よ
び
費
用
が
確
認
で
き

る
書
類
）

❷
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
を

証
す
る
書
類（
建
築
士
、
登
録

性
能
評
価
機
関
等
が
発
行
）
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納
期
前
納
付
報
奨
金
制
度

が
変
更
と
な
り
ま
す

土
地
・
家
屋
の
閲
覧
台
帳

を
変
更
し
ま
す

減
額
さ
れ
る
税
額

　

省
エ
ネ
改
修（
熱
損
失
防
止
改

修
）工
事
を
行
っ
た
家
屋
に
係
る
翌

年
度
分
の
固
定
資
産
税
額（
１
２
０

㎡
を
限
度
）の
３
分
の
１
相
当
額

を
減
額
し
ま
す
。

※「
新
築
住
宅
に
対
す
る
減
額
措

置
」お
よ
び「
住
宅
耐
震
改
修

に
係
る
固
定
資
産
税
の
減
額
措

置
」を
受
け
て
い
る
期
間
は
減

額
さ
れ
ま
せ
ん
。

添
付
書
類

　

省
エ
ネ
改
修
工
事
完
了
後
３
カ

月
以
内
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

•
納
税
義
務
者
の
住
民
票
の
写
し

•
建
築
士
、
指
定
確
認
検
査
機
関

ま
た
は
登
録
住
宅
性
能
評
価
機

関
に
よ
る
証
明
書

•
省
エ
ネ
改
修
工
事
に
要
し
た
費

用
が
30
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

を
証
明
で
き
る
領
収
証
等

　

納
期
前
納
付
報
奨
金
制
度
は
、

個
人
の
町
県
民
税（
普
通
徴
収
）お

よ
び
固
定
資
産
税
の
納
税
者
の
方

が
納
期
前
納
付
を
行
っ
た
場
合
に

報
奨
金
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

平
成
21
年
度
よ
り
納
期
前
納
付
報

奨
金
の
交
付
率
、
限
度
額
、
納
期

前
納
付
可
能
な
納
期
を
次
の
と
お

り
改
定
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
期
前
納
付
報
奨
金
制

度
の
変
更
に
伴
い
、
口
座
振
替
に

よ
る
納
税
を
ご
利
用
の
方
で
納
付

区
分（
全
納
か
ら
期
別
ま
た
は
期

別
か
ら
全
納
）の
変
更
を
希
望
さ

れ
る
場
合
、
印
鑑（
認
印
）を
ご
持

参
の
う
え
役
場
税
務
課
で
変
更
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

改
定
内
容

•
納
期
前
納
付
報
奨
金
の
交
付
率

　

0.5
％
を
0.3
％
に

•
報
奨
金
の
限
度
額

　

５
万
円
を
３
万
円
に

•
交
付
の
時
期

　

各
納
期
を
第
１
期
納
付
時
に

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場　
税
務
課

　

内
線
１
７
５
・
１
７
８

　

公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
は
、
今
ま
で
納
付
書
や
口
座
振

替
で
納
付
し
て
い
た
だ
い
て
い
た

公
的
年
金
に
係
る
個
人
町
県
民
税

が
10
月
支
給
分
よ
り
当
該
年
金
か

ら
特
別
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

対
象
者

　

公
的
年
金
に
係
る
個
人
町
県
民

税
の
納
税
義
務
者
の
う
ち
、
４
月

平成21年度以降の公的年金に係る個人町県民税の徴収方法

徴収方法 普通徴収 特別徴収

期　別 上半期 下半期

納付月・年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月

徴収する税額 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

◉平成21年度および特別徴収を開始する年度の徴収方法

上半期は年税額の4分の1ずつを6・8月に普通徴収により納付していただき、下
半期は年税額から普通徴収した額を差し引いた額を10・12・2月の老齢基礎年金
等の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収します。

◉2年目以降の特別徴収方法
期　別 上半期（仮徴収） 下半期（本徴収）

納付月・年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

徴収する税額 前年の下半期分の税額の
3分の1ずつ

年税額から仮徴収した額を
差し引いた額の3分の1ずつ

上半期は前年の下半期の特別徴収額の3分の1ずつを仮徴収し、下半期はその
年の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金等
の支給月ごとに当該年金支払額から本徴収します。

１
日
現
在
で
国
民
年
金
法
に
基
づ

く
老
齢
基
礎
年
金
等
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の
方

※
老
齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
額
の

年
額
が
18
万
円
未
満
の
方
、
当

該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が
老

齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
額
の
年

額
を
超
え
る
方
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
税
額

　

公
的
年
金
に
係
る
所
得
に
対
す

る
個
人
住
民
税
の
所
得
割
額
お
よ

び
均
等
割
額

※
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
給
与

所
得
が
あ
る
方
は
、均
等
割
額
は

給
与
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場　
税
務
課

　

内
線
１
７
５
・
１
７
６

開
催
日 

　

４
月
８
日
・
６
月
10
日

　

８
月
12
日
・
10
月
14
日

　

12
月
９
日

　
（
偶
数
月
の
第
２
水
曜
日
）

時

間

　

午
後
２
時
〜
４
時

※
一
人
30
分
以
内

場

所 

　

役
場　
１
階　
相
談
室

担

当

　

東
海
税
理
士
会
津
島
支
部
所
属

の
税
理
士

内

容 

　

相
続
・
贈
与
・
確
定
申
告（
消

費
税
含
む
）な
ど
に
関
す
る
税
務

相
談
全
般

申
込
方
法

　

事
前
に
電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ

い
。

そ
の
他

•
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
ま
す
。

•
申
告
書
等
の
税
務
書
類
の
作
成

は
行
い
ま
せ
ん
。

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場　
税
務
課

　

内
線
１
７
５
・
１
７
６

10
月
よ
り
公
的
年
金
か
ら

の
町
県
民
税
特
別
徴
収
が

始
ま
り
ま
す

税
理
士
に
よ
る

無
料
税
務
相
談
を
開
設

●
こ
こ
ま
で
の
問
い
合
わ
せ
先
●

　
　

役
場 

税
務
課

　
　

内
線
１
７
８
・
１
７
９

　

こ
れ
ま
で
閲
覧
に
供
し
て
い
た

土
地
・
家
屋
台
帳
を
４
月
１
日
か

ら
土
地
・
家
屋
の
所
有
者
の
方
々

の
個
人
情
報
保
護
等
の
た
め
所
有

者
の
住
所
・
氏
名
を
削
除
し
た
台

帳
の
閲
覧
に
変
更
し
ま
す
。



　

町
税
の
休
日
納
税（
相
談
）窓
口

を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

日

時

　

５
月
９
日（
土
）・
10
日（
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
正
午

　

午
後
１
時
〜
５
時

場

所

　

役
場　
収
納
課

※
正
面
玄
関
は
閉
ま
っ
て
い
ま
す

の
で
、
東
側
通
用
口
か
ら
お
入

り
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場　
収
納
課

　

内
線
１
２
２
・
１
２
３

　

納
税
の
手
間
が
省
け

　

時
間
の
節
約
に
も
な
り
ま
す

•
預（
貯
）金
通
帳

•
印
鑑（
通
帳
届
出
印
）

　

以
上
３
点
を
前
記
金
融
機
関
に

持
参
し
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
申
込
用
紙
は
役
場
、
町
内
の

各
金
融
機
関
に
あ
り
ま
す
。

※
過
年
度
課
税
分
お
よ
び
随
時
課

税
分
に
つ
い
て
は
、
口
座
振
替

が
で
き
ま
せ
ん
。

口
座
振
替
領
収
書
に
つ
い
て

　

領
収
書
の
必
要
な
方
は
、
毎
年

度
申
請
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

印
鑑
持
参
の
う
え
、
役
場
収
納
課

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場　
収
納
課

　

内
線
１
２
３

•
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に

　

つ
い
て

　

役
場　
保
険
医
療
課

　

内
線
１
７
１

•
保
育
所
運
営
費
保
護
者
負
担
金

に
つ
い
て

　

役
場　
民
生
課

　

内
線
１
６
７

月 納期限 固定資産税 軽自動車税 町県民税 土地改良区
賦課金

国民健康
保険税 介護保険料 後期高齢者

医療保険料
保育所運営費
保護者負担金

4月 平成21年4月30日 1期 1期 1期 4月分

5月 6月1日 全・1期 全期 5月分

6月 6月30日 全・1期 6月分

7月 7月31日 2期 2期 2期 2期 7月分

8月 8月31日 2期 ・福田悪水
・小切戸用悪水 3期 3期 3期 8月分

9月 9月30日 ・宮田用水 4期 4期 4期 9月分

10月 11月2日 3期 5期 5期 5期 10月分

11月 11月30日 6期 6期 6期 11月分

12月 12月25日 3期 7期 7期 7期 12月分

1月 平成22年2月1日 4期 8期 8期 8期 1月分

2月 3月1日 4期 2月分

3月 3月31日 3月分

平成21年度　大治町税等納期限一覧表

3

納
税
に
は
便
利
で
安
全
な

口
座
振
替
制
度
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

口
座
振
替
が
で
き
る
金
融
機
関
等

•
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

•
中
京
銀
行

•
名
古
屋
銀
行

•
三
重
銀
行

•
愛
知
銀
行

•
第
三
銀
行

•
岐
阜
信
用
金
庫

•
瀬
戸
信
用
金
庫

•
中
日
信
用
金
庫

•
い
ち
い
信
用
金
庫

•
海
部
東
農
業
協
同
組
合

•
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

※
全
国
各
本
支
店
で
ご
利
用
で
き

ま
す
。

申
込
方
法

•
預（
貯
）金
口
座
振
替
依
頼
書

　
（
自
動
払
込
利
用
申
込
書
）

休
日
納
税（
相
談
）窓
口
を

開
設

•
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

　

役
場　
民
生
課

　

内
線
１
５
８

　平成18年度から、文部科
学大臣が学校教育に顕著な
成果を上げた教員を表彰す
る制度が設けられました。
平成20年度は県内で51名選
ばれ、海部地区の小学校か
ら唯一、大治西小学校に教
務主任として勤務する遠
藤 孝先生が2月に表彰を受
けました。
　報告に役場を訪れた遠藤
先生は、町長から「大変名誉
なことで町としてもうれし
く思います。今後も頑張っ
てください」と笑顔で表彰
をたたえられました。

 「文部科学大臣優秀 「文部科学大臣優秀
教員表彰」受賞教員表彰」受賞

大治西小　遠藤 孝先生


